
事務事業No 事業名 [事業基本情報]

648 ○ 管理経費

分野別目標 5 ○ 法定受託事務

政 策 1

施 策 4

取 組 1

継続 主な事務事業

永年

事業実施の根拠法令

関連個別計画 「３つのキーワード」との関連性

担当課・担当課長（Tel） 林　素秀　(435-1139) いのちを守る ふるさと力を高める 該当せず

関連課

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

予算 決算 予算 決算 予算 決算 決算 計画 決算

758 758 923 912 366 548 1,131 678

- - 21.8% -60.3% -50.0%

5,546 5,178 5,545 3,272 3,057 3,072 11,121 11,121

298 298

5,546 5,178 5,545 3,272 3,057 3,072 11,419 11,419

250

758 758 923 912 366 548 881 678
0.72 0.68 0.72 0.43 0.4 0.41 1.5 1.5

0.19 0.19

３　目標及び実績
平成21年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値

実績値 160 180 220

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度 Ａ Ａ Ａ

年度目標値 50 50 50 50

実績値 39 28 34

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度 78.0% 56.0% 68.0%

単位

0.41

実
施
内
容

　障害のある幼児、児童、生
徒の適正就学指導を行う。ま
た、就学相談にあたる。
　精神科医から、障害のある
児童・生徒の状況について具
体的な助言を得ることで、個
のニーズに応じた指導を行
う。

　障害のある幼児、児童、生
徒の適正就学指導を行う。ま
た、就学相談にあたる。
　精神科医から、障害のある
児童・生徒の状況について具
体的な助言を得ることで、
個々のニーズに応じた指導を
行った。

　障害のある幼児、児童、生
徒の適正就学指導を行う。ま
た、就学相談にあたる。
　精神科医から、障害のある
児童・生徒の状況について具
体的な助言を得ることで、
個々のニーズに応じた指導を
行った。

　障害のある幼児、児童、生徒
の適正就学指導を行う。また、
就学相談にあたる。
　精神科医から、障害のある児
童・生徒の状況について具体的
な助言を得ることで、個々の
ニーズに応じた指導を行った

　障害のある幼児、児童、生
徒の適正就学指導を行う。ま
た、就学相談にあたる。
　精神科医から、障害のある
児童・生徒の状況について具
体的な助言を得ることで、
個々のニーズに応じた指導を
行う。

事
業
費
 
千
円

主な予算内訳 附属機関委員報酬　240千円、報償金　275千円、費用弁償678千円、食糧費24千円、消耗品費10千円

国庫支出金 362

人件費

常勤職員

非常勤職員

34

平成25年度

計画

県支出金

3,072

270.5%

3,072

小計

伸び率（％）

活
動
指
標

事業費 1,356

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

そ の 他
994一般財源（税等）

市　　債

平成22年度

所要人数
常勤職員

非常勤職員

指標名及び達成状況

単位

精神科診断件数

成
果
指
標

就学指導件数

単位

単位

167

Ａ

68.0%

50

事業進捗管理シート

特別支援教育児童生徒指導事業（障害のある幼児児童生徒への教育）
事業区分(1)

事業経費

その他

特別支援教育の充実

子どもが輝き、文化が薫る教育のまち

その他

款

事業種別

教育内容・就学指導の充実

事業区分(2)
自治事務

学校教育の充実

教育総務費

目 教育振興費

一般会計

教育費

会計・
予算区分

会計

平成２５年度

特別支援教育児童生徒指導事業事項

事業期間 ～ 大事業

項

教育振興事業

平成２３年度 平成２４年度平成２１年度 平成２２年度

人と文化を育てる

○

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容
・就学指導委員が、幼稚園、保育所、学校及び家庭を訪問するとともに、医療機関や各関係機関等
からも状況や実態を把握し、就学指導委員会にて適切な就学先を判定する。
・精神科医が学校や医院にて子どもを観察し、適切な助言を行う。

・障害のある幼児・児童・生徒の適正な就学指導や相談活動を
行い、個に適した就学先を就学指導委員会にて判定する。
・特別支援学級に入級している児童生徒が、精神科医の診断を
受けることにより、個々の教育的ニーズをより具体的につか
み、個のニーズに応じた指導を行う。

学校教育課

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 対象外

○
評価年度


